
※ご加入の皆さまは無料電話相談サービスをご利用いただけます。詳しくは、添付の
　「SOMPO 健康・生活サポートサービスのご案内」をご覧ください。

常陽銀行グループ役職員の皆さまへ

所得補償保険

病気やケガで入院・
医師の指示による

自宅療養中の所得を補償
（家事従事者特約セットプランは、
入院している場合のみ対象となります。）

最長1年間の長期補償！
通算で1,000日保険金を
受け取るまでご契約の
継続が可能！

団体所得補償保険の
ご案内
団体所得補償保険の
ご案内

万一、病気やケガで働けなくなった場合の
就業不能中の所得をカバーし、あなたの生活をお守りします。
ご家族の生活のためにもご加入をおすすめします。

万一、病気やケガで働けなくなった場合の
就業不能中の所得をカバーし、あなたの生活をお守りします。
ご家族の生活のためにもご加入をおすすめします。

＜QRコード＞
※QRコードは㈱デンソーウェーブの
登録商標です。
<URL＞
https://ebz0901.sompo-japan.co.jp/
D01A/?p=xz05jL0bdxiY4nhWUqQf7
kxaUHQiXPq95oQrMI6+jOg=

ご加入はこちらから 団体割引

無事故戻し返れい金

保険料の20%

20%

【所得補償保険にご加入の皆さまへ】
2025年10月１日以降に保険期間が開始するご契約について、所得補償保険の補償内容の改定を行っています。
更新に際し、改定後の内容にてご案内しますので、必ず本パンフレットをご確認ください。 
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病気やケガによる就業不能中の月々の所得を補償します。

所得補償保険の特長

団体割引20％、個人で加入されるよりもお得です。
さらに、1年間無事故なら、保険料の20％を返れいします。
（中途脱退の場合、返れい金はありません。）

5

保険金のお支払方法等重要な事項は、『この保険のあらまし』以降に記載されていますので、必ずご参照ください。

病気・ケガで入院、医師の指示による自宅療養中の月々の所得を
補償します。

1

● 入院、医師の指示による自宅療養のため、業務にまったく従事できない場合の所得を補償し
ます。（家事従事者プラン（家事従事者特約セットプラン）は、入院している場合のみ対象と
なります。）

● 所得とは、勤労によって得られる所得をいいます（利息収入等は含まれません。）。

世界中・24時間 いつでも補償します。2
● 業務中・業務外、国内・国外、病気・ケガを問わず就業不能になった場合に補償します。

最長1年間の長期補償、長期の継続も可能です。3
● 補償の対象となる期間は、支払対象外期間を超えた就業不能期間で、かつ、対象期間（1年）
を限度とします。
※1 支払対象外期間を超える就業不能が終了した後、その就業不能の原因となった身体障害によって６か月
以内に就業不能が再発した場合は、後の就業不能は前の就業不能と同一の就業不能とみなします。た
だし、就業不能が終了した日からその日を含めて６か月を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業
不能になった場合は、後の就業不能は前の就業不能とは異なった就業不能とみなし、新たに支払対象
外期間および対象期間を適用します。

※2 対象期間を超えた就業不能はお支払いの対象となりません。

● 通算して1,000日分保険金を受け取られるまでご契約を継続できます。

医師の診査は不要です。4
● 所定の告知書の質問事項にお答えいただくのみで医師の診査は不要です。
※告知内容によっては、ご加入をお断りする場合があります。

ケガによる万一の死亡・後遺障害も補償6
● 特約により、万一の事故によるケガが原因の死亡・後遺障害が補償されます。
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所得補償保険のしくみ

告知の大切さについてのご説明

※保険期間中に始まった就業不能がこの保険の基本補償のお支払い対象です。

※保険金お支払対象期間は、支払対象外期間終了日の翌日から起算して１年間を限度とします。

※支払対象外期間を超える就業不能が終了した後、その就業不能の原因となった身体障害によって６か月以内に就
業不能が再発した場合は、後の就業不能は前の就業不能と同一の就業不能とみなします。ただし、就業不能が終
了した日からその日を含めて６か月を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業不能になった場合は、後の就業
不能は前の就業不能とは異なった就業不能とみなし、新たに支払対象外期間および対象期間を適用します。 
※通算支払限度期間に関する特約がセットされているため、保険金のお支払いは、初年度加入（※）および継続加入
の保険期間を通算して1,000日を限度とします。

　なお、初年度加入（※）および継続加入の保険期間を通算して1,000日分の保険金が支払われた場合、満期時にご
継続をお断りする場合があります。

　（※）本特約をセットした契約への初めての加入をいいます。

※この保険では、就業不能になった日からその日を含めて、継続した就業不能が支払対象外期間（７日または４日）を
超えた場合に、支払対象外期間終了の翌日から保険金をお支払いします。

●告知書はお客さま（保険の対象となる方）ご自身がありのままをご入力ください。
※口頭でお話し、または資料提示されただけでは告知していただいたことにはなりません。 

●告知の内容が正しくないと、ご契約の全部または一部が解除になり保険金をお受け取りいただ
けない場合があります。

※｢ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと（注意喚起情報のご説明）｣を必ずお読みください。
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※基本プラン、家事従事者プランとも保険期間１年、対象期間１年、職種級別１級です。
※１口は所得補償保険保険金額（月額）１万円です。新規加入、内容変更の方は、型と口数をご指定ください。
※年齢は２０２５年１１月２５日（保険期間の初日）現在の満年齢です。
※傷害特約をセットする場合は、所得補償保険の口数と同数となります。

※上記は職種級別１級の事務職、一般の営業職の場合の保険料です。運転手、警備員、用務員等他の職種の方は保険料が異なります。具
体的な保険料につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。

＊傷害による死亡・後遺障害補償特約をいいます。
※家事従事者プランの保険金額(月額)は、１５口（１５万円）以下かつ行員であるご主人の口数以下でご設定ください。
※家事従事者プランにご加入の場合にも、告知画面に入力いただきます。

保険料について 
●保険料は、男女同一です。 
●保険料は、保険始期日（中途加入の場合は、中途加入日）時点の満年齢によります。 
●ご契約更新時は、更新後の保険始期日時点での満年齢による保険料となります。
　年齢区分が変更になると、保険料が変更になります。 
●団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめ
ご了承ください。また、団体のご加入人数が１０名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。
●本保険は、介護医療保険料控除の対象となります。ただし、傷害による死亡・後遺障害補償特約保険料を除きます。（２０２５年７月現在）

保険金額と月払保険料
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この保険のあらまし（契約概要のご説明）

補償の内容【 保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合 】

－

URL：https://ebz0901.sompo-japan.co.jp/D01A/?p=xz05jL0bdxiY4nhWUqQf7kxaUHQiXPq95oQrMI6+jOg=
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補償の内容【 保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合 】（続き）

その他ご注意いただきたいこと

～

～
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用語のご説明

その他ご注意いただきたいこと (続き）
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ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと（注意喚起情報のご説明）
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ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと（注意喚起情報のご説明）（続き）
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【ご加入内容確認事項】

問い合わせ先（保険会社等の相談・苦情・連絡窓口）

（SJ25-07454）
2025/09/18

－

－ －
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のご案内
損保ジャパンの「団体傷害保険」にご加入の皆さまに

●ＳＯＭＰＯ 健康・生活サポートサービスは、損保ジャパンの団体傷害保険にご加入
　いただいている皆さまがご利用いただける各種無料電話相談サービスです。

お電話によるご相談を承ります。

無料電話相談サービス
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お問い合わせ先

〒310-0021  水戸市南町2-6-13
損保ジャパン水戸ビル４階
TEL：050-3808-8708

茨城支店 法人支社

取扱代理店

常陽トータルサービス株式会社
損害保険ジャパン株式会社

〒310-0021  水戸市南町3-4-12
常陽海上ビル６階
TEL：029-303-5074

引受保険会社

～ ～
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